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船橋市児童相談所夜間休日電話相談業務委託 仕様書 

１ 業務の名称  

船橋市児童相談所夜間休日電話相談業務委託  

 

２ 業務の目的  

『児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」』及び『船橋市児童相談所代表ダイヤル』に

おける時間外の相談受付業務を委託することで、児童虐待通告及び子育て相談等に迅速か

つ確実に対応し、通報者や相談者からの電話を２４時間３６５日確実に受け付けることの

できる体制の構築を目的とする。 

 

３ 履行期間及び相談受付時間  

（１）履行期間  

令和８年７月１日から令和１０年３月３１日まで 

（２）相談受付時間  

開庁日      午後５時１５分～翌午前８時４５分まで  

開庁日以外の日  午前８時４５分～翌午前８時４５分まで 

※ なお、午前８時４５分までに受信した電話の通話が、午前８時４５分を超えても続

いた場合は、その電話が終了するまで対応すること。  

※開庁日以外の日とは、土曜日、日曜日、年末年始、国民の祝日に関する法律（昭和２

３年７月２０日法律第１７８号）に規定する国民の祝日と休日をいう。 

 

４ 業務の内容  

次のとおり業務を行う。 

船橋市に在住する児童に関連する虐待通告や一般相談等を受付の対象とする。ただし、

受付対象外の相談を受けた場合でも、他の相談窓口となる機関を丁寧に案内し、相談者の

相談意欲を削ぐことが無いよう十分に配慮すること。 

（１） 電話対応業務  

①  児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」対応 

ア 虐待相談・通告に関する業務 

   関係機関、近隣住民等から児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」に寄せられた虐

待相談・通告を受けた場合、夜間休日電話相談受付票（以下、「受付票」という。）

をもとに、児童の状況等について聞き取りを行い、対応内容を記録する。 

   聞き取り終了後、聞き取った内容が、事前に船橋市と受注者が取り決めた中で、市

担当者に即時報告する内容に合致する場合、速やかに当該内容を市担当者に電話で連

絡する。 
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また、児童の心身に危険が生じる可能性があるなど、緊急対応を要する内容と判断

した場合、相談者等に１１０番通報を促すこと。相談者等による１１０番通報ができ

ないと判断した場合、電話相談員は１１０番通報を行うこととし、通報後、速やかに

市担当者へ電話連絡すること。 

なお、受付票は、翌日午前９時頃までに指定するメールアドレスに送信すること。 

 

イ 児童・子育て等の相談に関する業務 

 保護者・近隣住民等から寄せられた児童・子育て等の相談に対して、受付票をもと

に児童の状況等について聞き取りを行い、対応内容を記録する。 

また、子育ての不安、しつけ、育児、家庭内暴力、いじめ、不登校、ヤングケアラ

ー、子どもの権利、家庭や家族の悩みなど、子どもや子育てに関する相談全般に対

し、必要な助言を行い、必要に応じて適切な相談機関・対応機関の案内等を行う。 

なお、相談の内容が、上記アで記載した、市担当者に即時報告する内容に合致する

場合、同様の対応を行うこと。 

 

②  船橋市児童相談所代表ダイヤル対応 

  ア 船橋市児童相談所代表電話番号宛の電話に前項①に準じて対応し、内容を聞き取

り、緊急性の確認や関係対応機関の案内等を行うとともに、対応内容を記録する。 

  イ 聞き取り前に、相談対象となる児童の住所を確認し、船橋市外に在住する児童に

係る相談であった場合は、管轄する児童相談所の窓口を案内し、対応内容を記録す

る。聞き取り後、管轄外の児童であることが判明した場合は、管轄する児童相談所

の窓口に聞き取りした内容を共有し、対応内容を記録する。 

 

③  その他 

  ア 相談内容・虐待通告内容について、市担当者からの問い合わせに応じる。 

  イ 相談者等からの電話について、全件通話録音を行うこと。 

 

（２） 相談内容の記録・報告に関する業務 

  相談受付時間中に対応した電話に関して、全ての相談・通告等の内容について受付票

を作成し、相談受付日の翌日９時頃までに発注者に提出すること。（業務終了時間直前

にかかってきた電話は除く） 

  事業実施月の翌月１０日までに、別に定める月次報告書を提出するとともに、年次報

告書を発注者が定めた期限までに提出すること。 

  なお、報告書等のデータファイルはパスワード設定を行うほか、セキュリティに十分

留意して発注者が指定するメールアドレスあてに提出すること。 
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（３）回線・機器等の整備及び維持管理について 

 ① 児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」・船橋市児童相談所代表電話からの電話転

送に対応可能な回線等を整備し、当該回線等の整備が完了した後、発注者に報告する

こと。 

 ② 同時受付可能な回線数は２回線以上とし、相談受付時間中は常時対応できる体制と

すること。 

 ③ 入電が集中し、同時受付可能な回線数以上の架電があった場合、「ただいま電話が

混みあっております。申し訳ございませんが、しばらく時間をおいてからおかけ直し

くださいますようお願いいたします。緊急を要する場合は、１１０番通報をお願いい

たします。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。」などのアナウンスが流れ

るよう設定するとともに、電話相談員が通話中で対応できない旨が分かるようにし、

また緊急の場合の連絡先を伝えるようにすること。 

なお、当該アナウンスの内容は現段階の指標を示すものであり、絶対的なものでは

ない。アナウンス内容の確定にあたっては、落札後の協議に基づき、最適化を図るも

のとする。 

 ④ 電話機器故障時に代替可能な電話機器を準備する、電話回線の保守点検を定期的に

実施するなど、受注者は業務の履行に必要な電話機器・設備の維持管理を実施するこ

と。 

 

５ 想定される電話相談件数（２１か月間） 

 約３，７００件（年間２，１００件。うち、即時報告案件約５０件） 

 

６ 実施場所  

実施場所は、本契約に基づき受注者が設置する相談室等とし、具体的な実施場所につい

ては本委託業務開始前に発注者へ報告すること。ただし、実施場所は相談者に関するプラ

イバシーの保護が図られ、電話相談員が適切な対応を行えるよう、必要な設備（専用ブー

ス、PC端末等）を確保すること。 

また、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO２７００１」

の登録範囲に含まれていること。 

 

７ 準備・研修等  

受注者は、常に最新の児童福祉・児童相談に関する情報を収集するとともに、従事者に

対して、業務に必要な知識・情報・技能等の習得研修や実務研修を行うなど、提供するサ

ービスの質の維持・向上に努めなければならない。  
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８ 相談体制  

（１）厚生労働省から発出された「児童相談所運営指針」（平成２年３月５日付け児発第

１３３号厚生省児童家庭局長通知）のほか、同省及びこども家庭庁の関係通知等の趣旨

をふまえたサービスを提供すること。  

（２）電話相談員は、次のいずれかの者とすること。  

① 児童福祉司として従事した経験を有する者  

② 児童心理司として従事した経験を有する者  

③ 保健師として母子保健事業に従事した経験を有する者  

④ 虐待通告受理業務の経験を有する者  

⑤ 精神保健福祉士、社会福祉士、臨床心理士、公認心理師いずれかの資格を有する者  

（３）提供するサービスの質の維持・向上に努め、常に最新の児童福祉に関する情報を収

集すること。  

（４）クレームや苦情等にも適切に対応すること。  

（５）本委託業務において生じた法律上の損害賠償責任に対応するため、賠償責任保険に

加入すること。  

（６）業務を実施する上で電話相談員の資質や態度等が不適正と認められる場合は、発注

者は受注者に対し電話相談員の交代を要求することができるものとし、受注者は、速や

かに適正な電話相談員と交代させるものとする。  

（７）相談責任者を配置すること。資格は電話相談員の要件に準じるが、虐待通告受理業

務又は保護者、子どもからの電話相談業務の電話相談員としての経験が５年以上の者を

配置すること。 また、相談責任者の業務は電話相談員としての通常業務に加え、他電

話相談員への指導や助言、緊急を要する相談対応等を含むものとする。 

（８）受注者は、本委託業務開始前に業務責任者、相談責任者、電話相談員の名簿（資

格、相談等の経歴を含む。）を発注者に提出すること。また、履行期間中に当該名簿に

ついて変更が生じる場合は、事前に発注者へ変更後の名簿を提出すること。 

（９）NTT東日本株式会社が提供する自動着信転送サービス「ボイスワープ」を利用し、

発注者が設置する電話交換機から受注者の電話回線に着信先を転送するため、本委託業

務の運用開始日までに転送先の受信設定及びその確認を行うこと。 

 

９ 業務責任者の配置  

（１）受注者は本委託業務を円滑に運営するため、本契約締結後、速やかに本委託業務に

おける業務責任者を指定し、発注者に報告すること。 

（２）業務責任者は、次の任にあたるものとする。  

① 本委託業務履行に関する発注者との業務連絡及び調整  

② 電話相談員に対する指揮監督及び業務処理 

③ その他本委託業務の目的を達成するために必要な事項 
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１０ 業務連絡会議  

本委託業務の円滑な運営や情報共有等を図るため、発注者と受注者による業務連絡会議

を必要に応じて開催する。 

なお、受注者は業務責任者もしくはその代理を会議に出席させるとともに議事録を作成

し、発注者へ提出することとする。 

会議の日時は発注者と受注者が協議のうえ決定することとし、会議の出席に要する費用

は受注者が負担する。  

 

１１ 業務の引継ぎ  

受注者は、本委託契約の終了後、契約更新が見込まれない場合は、新たな受注者に対し

て十分に本委託業務の引継ぎを行い、本委託業務に支障をきたすことのないように対処す

るとともに、必ず事前に引継書を作成し、発注者に承諾を得ること。 

また、引継ぎ終了後は、本委託業務に関して所有している一切のデータ及び紙媒体の資

料を返還または破棄し、その旨を発注者に書面で報告すること。  

 

１２ 電話回線等  

（１）受注者は以下を負担・準備すること。 

 ①アナログ電話相当（R値80超）以上の音質が確保された電話機器設備 

 ②電話回線の設置費用（契約料、工事費等） 

 ③基本料金、通話料金（発信分）、転送に係る費用等 

（２）電話回線数の変更 

電話回線数の変更が必要な場合、発注者の要請に基づき、その費用等は発注者・受注者

協議の上で決定するものとする。 

（３）緊急時対応 

停電等の緊急時でも電話対応業務を継続できる体制を整備すること。 

 

１３ 情報セキュリティに関する要件 

（１） 発注者が提供する資料・データ等を取り扱うにあたって、当該資料等の適切な管

理、データ暗号化、物理的セキュリティ対策、ウイルス対策ソフトの導入・更新など万全

のセキュリティ対策を実施すること。 

（２） 以下のいずれにも該当すること。 

ア  一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）及びその指定審査機関が使用

を許諾する「プライバシーマーク」を取得していること。 

イ  ISO/IEC27001 における、公益財団法人日本適合性認定協会(JAB）又は JABと相

互認定している認定機関に認証された審査登録機関の認証を取得していること。 
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１４ 個人情報の保護について  

（１）本委託業務の実施にあたり、「個人情報の保護に関する法律」、「船橋市個人情報

の保護に関する法律施行条例」、「船橋市情報セキュリティ基本方針」等に基づき、個

人情報の取り扱いに十分留意し、漏洩、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努

めること 。 

（２）通報者・相談者等の個人情報の保護について、必要な措置をとり、相談記録等の情

報管理に十分配慮すること。また、委託契約終了後においても同様とする。 

（３）相談内容には個人情報が含まれるため、他人に知らせてはならない。受注者の職員

間においても安易な情報共有はせず、個人情報の秘密保持を厳守すること。 

 

１５ 損害への対応  

受注者は、受注者の責めに帰する理由により、個人情報が漏えい又は破損する等、船橋市

又は第三者に損害を与えたときは、賠償義務を負うものとする。 

 

１６ 費用分担  

受注者が本委託業務の実施にあたり必要となるすべての経費は、事務用品費・環境整備

費・通信経費等、運用開始前の事前整備に係る経費も含め、仕様書に特段の記載がない限

り本契約の金額に含まれるものとする。また、発注者は本契約の金額以外の費用を負担し

ない。  

 

１７ 再委託の禁止  

受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、本委託業務の全部又は一部を第三者に委託

してはならない。  

 

１８ その他  

（１）本仕様書に明示のない事項又は本委託業務の遂行上の疑義が生じたときは、発注者

と受注者が協議の上、これを定めるものとする。 

（２）受注者は、電話相談員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛

生法その他法令を遵守すること。 

（３）情報セキュリティ等に関する事故が発生した場合、すみやかに市担当者に報告し、事

故の概要、再発防止策等についてあらためて書面にて報告すること。 

（４）発注者及び受注者は、契約締結後すみやかに、緊急時における連絡体制を協議のうえ

整備すること。なお、連絡体制に変更が生じた場合も同様とする。 

（５）発注者の要請があった場合、受注者は本委託業務の実施にあたり記録された通話録音

データを、速やかに提供するものとする。ただし、提供にあたっては個人情報保護法及び

関連法令を遵守し、適切な方法で行うこととする。 
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（６）業務開始前までに、受発注者協議のうえ「船橋市児童相談所等夜間休日電話相談業務

マニュアル」を別途定めるものとする。 


